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は
じ
め
に

　

閑
極
法
雲
・
東
澗
道
洵
両
筆
墨
蹟
（
以
下
「
両
筆
墨
蹟
」と
略
す
）
と
は
中
国
北
宋

時
代
の
禅
僧
で
あ
る
閑
極
法
雲
と
東
澗
道
洵
に
よ
る
墨
蹟
で
あ
る
。

　

こ
の
墨
蹟
は
黒
木
安
雄『
書
苑
』（
一
九
一
七
年
）に
「
法
雲
禅
師
並
び
に
道
洵

禅
師
墨
蹟
」
と
し
て
所
載
さ
れ
る
も
、
近
年
ま
で
存
在
が
確
認
さ
れ
ず
に
い
た
。

一
九
九
六
年
、
根
津
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
「
小
堀
遠
州
の
茶
会
」
の
図
録

に
参
考
図
版
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
現
存
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た（
２
（。
現
在
は
個
人
の

所
蔵
で
あ
る
（
図
１
）。

　
『
書
苑
』の
付
録
に
は
墨
蹟
本
紙
部
分
の
版
画
図
が
あ
る（
３
（。
し
か
し
な
が
ら
墨
蹟
の

紹
介
を
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
筆
跡
の
検
討
お
よ
び
伝
来
な
ど
の
周
縁
に
つ
い

て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
管
見
の
閑
極
法
雲
、
東
澗

道
洵
に
よ
る
墨
蹟
と
両
筆
墨
蹟
の
筆
跡
を
比
較
検
討
し
、
近
年
明
ら
か
と
な
っ
た
文

書
や
文
献
史
料
か
ら
伝
来
と
周
縁
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

本
稿
で
論
じ
る
両
筆
墨
蹟
は
小
堀
遠
州
が
所
持
し
、
同
家
に
伝
来
し
た
が
、
そ
の

後
は
新
発
田
藩
四
代
藩
主
・
溝
口
重
雄
（
寛
永
一
〇
年
〜
宝
永
五
年
／
一
六
三
三
年

要旨
　閑極法雲・東澗道洵両筆両筆墨蹟（個人蔵）は小堀遠州が所持し、名物
記にも所載する著名な墨蹟であった。今回の調査により近年まで所在不明
だった「溝口胴高」（個人蔵）の存在を確認した。茶入に付属する書状には
この茶入と両筆墨蹟が譲渡される事情が書かれる。この書状を起点として
小堀家の状況と入手した溝口家の周縁を検討した。本稿では閑極法雲・東
澗道洵両筆墨蹟の筆跡を検討し、両筆墨蹟の来歴を明らかにする。

abstract
 "Kang yoku-Houn Tokan-Dojun ryohitsu bokuseki," once owned by 
Kobori Enshu (currently in private possession), is a famous calligraphic scroll 
that appears in records of distinguished tea utensils.  This paper examines the 
hands of the scroll to determine if they truly belong to the two attributed 
authors and clarifies the transfer history of the scroll.  The present researcher 
has reconfirmed the existence of the recently rediscovered “Mizoguchi dodaka” 
tea container in private possession and found that an accompanying letter 
explains the circumstances that led to the Kobori family’s relinquishment and 
the Mizog uchi  family ’s  acquisition of  the tea  conta iner  and the 
aforementioned scroll.（1）

閑
極
法
雲
・
東
澗
道
洵
両
筆
墨
蹟
に
つ
い
て 

宮
武
　
慶
之
（
同
志
社
大
学
大
学
院
文
化
情
報
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）

E
-m

ail

　m
izuho.financial.group@

gm
ail.com

 
	

閑
極
法
雲
・
東
澗
道
洵
両
筆
墨
蹟
に
つ
い
て

(15)



 
A

RT RESEA
RC

H  v
o

l.14

103

〜
一
七
〇
八
年
）
が
入
手
し
た
。
新
潟
新
発
田
を
中
心
に
、
下
越
地
方
の
一
部
を
治

め
た
の
が
溝
口
家
で
あ
る
。
溝
口
家
は
六
万
石
の
外
様
大
名
で
あ
っ
た
。
歴
代
の

藩
主
で
は
四
代
藩
主
、
悠
山
・
重
雄
が
、
怡
渓
宗
悦
（
寛
永
二
〇
年
〜
正
徳
四
年
／

一
六
四
四
年
〜
一
七
一
四
年
）
に
茶
を
学
び
越
後
怡
渓
派
を
興
し
た
。
そ
の
た
め
、

溝
口
家
に
は
多
く
の
茶
の
湯
道
具
が
所
蔵
さ
れ
た
。
両
筆
墨
蹟
の
周
縁
を
研
究
す
る

こ
と
は
、
所
有
者
移
動
の
あ
っ
た
時
期
の
小
堀
家
や
溝
口
家
の
状
況
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、そ
の
後
の
溝
口
家
当
主
に
よ
る
茶
会
で
の
使
用
な
ど
、

同
家
で
の
受
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

管
見
の
墨
蹟
で
は
両
筆
墨
蹟
以
外
に
閑
極
法
雲
お
よ
び
、
東
澗
道
洵
の
墨
蹟
は
い

ず
れ
も
存
在
し
て
お
り
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
検
討
が
可
能
で
あ
る
。

　

文
献
上
、
両
筆
墨
蹟
は
江
戸
時
代
初
期
の
禅
僧
、
江
月
宗
玩
（
天
正
二
年
〜
寛
永

二
〇
年
／
一
五
七
四
年
〜
一
六
四
三
年
）
に
よ
る
墨
蹟
鑑
定
の
控
え
で
あ
る
『
墨
蹟

之
写
』
に
所
載
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
墨
蹟
は
小
堀
遠
州
の
茶
会
に
多
く
使
用
さ

れ
た
墨
蹟
で
あ
る
。
小
堀
遠
州
（
政
一
。
天
正
七
年
〜
正
保
四
年
／
一
五
七
九
年
〜

一
六
四
七
年
）
は
古
田
織
部
に
茶
を
学
ん
だ
。
幕
府
の
作
事
奉
行
と
し
て
活
躍
し
、

慶
長
八
年
の
二
条
城
改
修
や
駿
府
城
改
築
な
ど
に
手
腕
を
発
揮
し
た
。
後
年
は
伏
見

奉
行
と
な
っ
た
。
そ
の
間
も
茶
の
湯
を
行
い
、
そ
の
茶
風
は
「
綺
麗
さ
び
」
と
い
わ

れ
王
朝
文
化
を
茶
の
湯
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
両
筆
墨
蹟
に
つ
い
て
小
堀
宗

慶
氏
編
纂
の
『
小
堀
遠
州
茶
会
記
集
成
』
に
よ
る
と
、
遠
州
の
茶
会
で
は
両
筆
墨
蹟

が
四
三
回
使
用
さ
れ
て
い
る（
４
（。
深
谷
信
子
氏
の
『
小
堀
遠
州
の
茶
会
』
に
よ
れ
ば
両

筆
墨
蹟
は
遠
州
の
茶
会
で
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る（
５
（。
し
か
し
小
堀
氏
、
深
谷
氏
は

墨
蹟
の
内
容
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
こ
の
墨
蹟
は
名
物
記
で
あ
る

『
古
今
名
物
類
聚
』
に
所
載
さ
れ
る
。
同
書
は
江
戸
時
代
中
期
に
活
躍
し
た
出
雲
松

江
藩
七
代
目
藩
主
、
不
昧
・
松
平
治
郷
（
寛
延
四
年
〜
文
政
元
年
／
一
七
五
一
年
〜

一
八
一
八
年
）
の
編
纂
に
よ
る
。　
　

　

筆
者
の
調
査
に
よ
り
、
両
筆
墨
蹟
が
小
堀
家
、
縣
宗
知
を
経
て
新
発
田
藩
溝
口
家

に
譲
渡
さ
れ
る
文
書
の
現
存
を
確
認
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
溝
口
家
に
お
け
る
受
容

も
含
め
伝
来
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
以
上
か
ら
本
稿
で
は
、

両
筆
墨
蹟
の
筆
跡
の
検
討
に
加
え
、
文
献
史
料
か
ら
墨
蹟
の
伝
来
と
周
縁
に
つ
い
て

論
じ
て
み
た
い
。

　
　
一
　
両
筆
墨
蹟
に
つ
い
て

　
　（
一
）　
閑
極
法
雲
・
東
澗
道
洵
両
筆
墨
蹟

　

筆
者
の
一
人
で
あ
る
閑
極
法
雲
は
虚
堂
智
愚（
淳
熙
一
二
年
〜
咸
淳
五
年
／

一
一
八
五
年
〜
一
二
六
九
年
）の
法
嗣
で
『
虚
堂
智
愚
行
状
』
の
編
者
に
そ
の
名
が
あ

る
。
も
う
一
人
の
筆
者
で
あ
る
東
澗
道
洵
に
つ
い
て
は
『
増
集
続
伝
燈
録
』
巻
六（
６
（に

東
澗
洵
禅
師
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
東
澗
洵
禅
師
は
浄
慈
寺
の
古
田

禅
師
の
法
嗣

で
、
師
の
古
田

禅
師
は
、
浄
慈
寺
の
断
橋
妙
倫
の
法
嗣
で
あ
る（
７
（。
本
稿
で
論
じ
る

両
筆
墨
蹟
は
、
唯
一
名
物
記
に
所
載
さ
れ
茶
人
の
間
に
お
い
て
有
名
な
墨
蹟
で
あ
っ

た
。

　

両
筆
墨
蹟
は
現
在
、
個
人
が
所
蔵
す
る
。
法
量
は
竪
二
五
・
七
糎
、
横
六
八
・
三

糎（
８
（。
紙
本
墨
書
で
あ
る
。
表
具
は
一
文
字
が
紫
地
細
蔓
唐
草
金
襴
、
中
廻
が
薄
茶
地

石
畳
印
金
、
上
下
は
茶
地
北
絹
で
あ
る
。
な
お
、
両
筆
墨
蹟
が
個
人
の
所
蔵
で
あ
る

こ
と
は
判
明
し
て
い
る
が
、
熟
覧
調
査
は
で
き
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
図

版
よ
り
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
書
か
れ
る
内
容
は
、
両
者
に
よ
る
四
睡
図
の
賛
で

あ
る
。
四
睡
図
と
は
中
国
天
台
山
国
清
寺
の
豊
干
禅
師
と
虎
、
寒
山
、
拾
得
の
四
者

を
描
い
た
図
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
現
在
、
両
筆
墨
蹟
を
讃
と
し
た
四
睡
図
の
所
在

は
不
明
で
あ
る
。
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図
版
の
所
見
で
は
、
法
雲
の
筆
跡
か
ら
は
小
筆
を
用
い
、筆
を
立
て
て
書
か
れ
、
始

筆
お
よ
び
終
筆
共
に
入
念
で
あ
る
。
道
洵
に
つ
い
て
も
小
筆
を
用
い
て
書
か
れ
、
線

質
に
強
弱
が
み
ら
れ
る
。両
者
の
筆
跡
か
ら
謹
直
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　（
二
）　
筆
跡
の
比
較
検
討

　

田
山
方
南
氏
に
よ
る
『
禅
林
墨
蹟
』（
正
、
続
、
拾
遺
）
に
は
、
閑
極
法
雲
お
よ

び
東
澗
道
洵
の
墨
蹟
図
版
が
所
載
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
筆
跡
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
先
ず
、
閑
極
法
雲
の
墨
書
図
版
は
次
の
二
件
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

閑
極
法
雲
・
雲
外
雲
岫
両
筆
墨
蹟
「
虚
堂
虎
丘
十
詠
跋
」（
出
光
美
術
館
蔵
）

閑
極
法
雲
墨
蹟
（
桂
春
院
蔵
）

東
澗
道
洵
に
つ
い
て
は
次
の
二
件
が
あ
る
。

東
澗
道
洵
・
悦
堂
祖
誾
両
筆
墨
蹟
「
虚
堂
虎
丘
十
詠
跋
」（
９
（（
個
人
蔵
）

東
澗
道
洵
・
無
際
如
本
両
筆
墨
蹟
「
大
慧
墨
蹟
跋
語
」（
常
盤
山
文
庫
蔵
）

　

閑
極
法
雲
お
よ
び
東
澗
道
洵
に
よ
る
墨
蹟
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
「
虚
堂
虎
丘

十
詠
跋
」
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
虎
丘
十
詠
と
は
、
虚
堂
智
愚
が
虎
丘
山
の
十
の
景

勝
地
を
詠
じ
た
詩
で
あ
る
。
虚
堂
智
愚
墨
蹟
「
虎
丘
十
詠
」
は
現
在
、
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術

館
に
所
蔵
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
元
禄
年
間
に
博
多
の
妙
楽
寺
よ
り
発
刊
さ
れ
た
『
石
城
遺
宝
』（
33
（

が
あ

る
。
本
書
は
妙
楽
寺
に
伝
わ
っ
た
虚
堂
智
愚
墨
蹟
「
虎
丘
十
詠
」
お
よ
び
そ
の
跋
文

を
当
時
、
妙
楽
寺
住
持
で
あ
っ
た
持
紹
性
宗
が
記
録
し
よ
う
と
考
え
十
詠
お
よ
び
跋

文
を
は
じ
め
同
寺
の
古
文
書
な
ど
と
と
も
に
版
本
と
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
石
城
遺
宝
』
に
よ
る
と
、
虚
堂
智
愚
に
よ
る
「
虎
丘
十
詠
」
は
、
書
か
れ
て
後
に

釣
翁
礼
蔵
主
が
所
有
し
宿
尊
ら
に
跋
文
を
請
い
所
持
し
た
。
日
本
の
恒
中
立
西
堂
が

こ
れ
を
入
手
し
持
ち
帰
ろ
う
と
し
た
が
果
た
せ
ず
、
そ
の
後
、
雪
谷
宗
戒
が
妙
楽
寺

に
送
っ
た
と
さ
れ
、
同
寺
に
伝
わ
っ
た
。
虚
堂
に
よ
る
「
虎
丘
十
詠
」
に
は
十
人
の

禅
僧
に
よ
る
跋
文
一
巻
が
付
属
す
る
。
そ
の
内
に
閑
極
法
雲
、
東
澗
道
洵
に
よ
る
跋

文
も
存
在
し
た
。
同
書
か
ら
、
こ
れ
ら
の
跋
文
の
う
ち
閑
極
法
雲
の
墨
蹟
は
至
元
戌

子
（
一
二
八
八
年
）、
東
澗
道
洵
は
大
徳
乙
巳
（
一
三
〇
五
年
）
に
書
か
れ
た
こ
と
が

判
明
し
て
い
る
。

　

両
筆
墨
蹟
中
、道
洵
の
墨
蹟
に
は
大
徳
庚
子
（
一
三
〇
〇
年
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

法
雲
に
よ
る
墨
蹟
も
そ
の
前
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
こ
と
か
ら
、

「
虚
堂
虎
丘
十
詠
跋
」
と
、
先
に
紹
介
し
た
閑
極
法
雲
・
東
澗
道
洵
両
筆
墨
蹟
は
書

か
れ
た
年
代
が
近
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
閑
極
法
雲
・
雲
外
雲
岫
両
筆

図1　閑極法雲・東澗道洵両筆墨蹟（個人蔵、図録『小堀遠州の茶会』より転載）

千
同
行
塘
萬
鉄
松　

化
無
如
一
陸
詔
村

所
以
家
醜
不
放
出

乳
峰
道
人
斑
虎

斑
是
訐
父
過
耶

用
家
傅
印
賢
知

客
試
着
一
隻
眼

前
虎
丘　

間
叟
法
雲

印　

		
印		　

印

三
个
柴
頭
能
有
多
少
烟
燄
而
能
灸

地
熏
天
冝
乎
四
个
睡
底
夢
眼
不
能

豁
開
也
埜
翁
謂
其
虎
斑
在
外
要
且

扶
阿
爺
不
起

　
　

大
徳
庚
子
秋
天
對　

道
洵
書

　
　
　
　
　
　
　
　

印
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（
以
下
、
出
光
美
術
館
蔵
本
）
と
、
東
澗
道
洵
・
悦
堂
祖
誾
両
筆
墨
蹟
（
以
下
、
個
人

蔵
本
）
を
中
心
に
両
筆
墨
蹟
と
の
筆
跡
比
較
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

閑
極
法
雲
の
筆
跡

　

出
光
美
術
館
本
（
図
２
）
の
本
紙
前
半
部
分
が
閑
極
法
雲
墨
蹟
で
あ
る
。
筆
跡
に

注
目
し
て
み
た
い
。
一
文
字
あ
た
り
は
小
さ
い
が
、
運
筆
を
よ
く
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
と
え
ば
「
見
」
の
字
に
注
目
し
て
み
る
と
、
最
終
画
に
伸
び
や
か
さ
が
み
ら

れ
、
一
字
一
字
が
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
筆
を
立
て
て
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
行

体
と
草
体
が
混
じ
り
、
や
や
角
の
と
れ
た
筆
跡
で
あ
る
（
33
（

。

　

両
筆
墨
蹟
と
比
較
し
た
の
が
図
４
で
あ
る
。
両
墨
蹟
共
に
改
ま
っ
て
お
り
、
筆
を

立
て
て
書
い
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。一
文
字
ず
つ
に
注
目
し
て
み
る
と「
不
」、

「
如
」、「
那
」、「
虎
丘
」、「
法
雲
」
に
共
通
し
た
筆
跡
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
現
存

す
る
墨
蹟
と
の
筆
跡
比
較
か
ら
、
閑
極
法
雲
の
筆
跡
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
桂
春

院
本
は
筆
跡
が
異
な
る
た
め
、
今
後
更
な
る
検
討
を
要
す
る
。

東
澗
道
洵
の
筆
跡

　

個
人
蔵
本
（
図
３
）
の
前
半
部
分
が
東
澗
道
洵
墨
蹟
で
あ
る
。
書
き
出
し
は
「
老

虚
堂
虎
丘
」
か
ら
始
ま
る
が
、『
石
城
遺
宝
』
の
書
き
出
し
で
は
「
剣
気
猶
存
石
痕

未
断
老
虚
堂
虎
丘
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
相
違
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課

題
で
あ
ろ
う
。
筆
跡
に
注
目
す
る
と
始
筆
、
終
筆
と
も
に
し
っ
か
り
と
書
か
れ
て
い

図2　閑極法雲・雲外雲岫両筆墨蹟「虚堂虎丘十詠跋」（出光美術館蔵、撮影筆者）

図3　東澗道洵・悦堂祖誾両筆墨蹟「虚堂虎丘十詠跋」（個人蔵、『禅林墨蹟』より転載）

図4　両筆墨蹟と出光美術館
本の比較

出光美術館本 両筆墨蹟
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る
。
総
体
に
行
体
で
あ
る
が
一
文
字
ず
つ
方
形
に
収
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。

　

両
筆
墨
蹟
を
み
て
み
る
と
一
文
字
あ
た
り
は
小
さ
く
、
穂
の
太
い
小
筆
で
書
か
れ

た
。
全
体
的
に
真
字
に
近
い
行
体
で
あ
る
。
両
筆
墨
蹟
と
個
人
蔵
本
の
筆
跡
を
比
較

検
討
し
た
の
が
図
５
で
あ
る
。
共
通
す
る
文
字
は「
天
」、「
宣
」、「
虎
」、「
且
」、「
其
」、

「
也
」、
で
あ
る
。
な
お
署
名
の
「
道
洵
」
お
よ
び
「
華
頂
老
釋
」
に
つ
い
て
常
盤

山
文
庫
本
（
図
６
）
と
の
比
較
を
試
み
た
の
が
図
７
で
あ
る
。
さ
ら
に
両
筆
墨
蹟
と

常
盤
山
文
庫
本
と
の
筆
跡
比
較
を
試
み
た
の
が
図
８
で
あ
る
。
両
筆
墨
蹟
中
、
道

洵
墨
蹟
の
制
作
年
代
は
大
徳
庚
子
（
一
三
〇
〇
年
）、
常
盤
山
文
庫
本
は
延
祐
丁
巳

図5　両筆墨蹟と個人蔵本の比較

個人蔵本 両筆墨蹟

図6　東澗道洵・無際如本両筆墨蹟「大慧墨蹟跋語」（常盤山文庫蔵、『禅林墨蹟』より転載）

図7　両筆墨蹟と個人蔵本、
	 常盤山文庫本にみる署名の比較

常盤山文庫本 個人蔵本 両筆墨蹟
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（
一
三
一
七
年
）
で
あ
る
。
そ
の
間
の
筆
跡
の
変
化
は
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、

共
通
す
る
文
字
で
は
「
三
」、「
有
」、「
少
」、「
地
」、「
个
」、「
不
」
が
あ
り
、
文
字

の
骨
子
に
共
通
性
が
み
ら
れ
る
。
以
上
、
図
版
所
載
の
墨
蹟
と
の
比
較
か
ら
東
澗
道

洵
の
筆
跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

		

　
　
二
　
周
縁
と
伝
来

　

こ
の
両
筆
墨
蹟
は
江
月
宗
玩
に
よ
る
墨
蹟
鑑
定
の
控
え
書
で
あ
る
『
墨
蹟
之
写
』

巻
四
（
元
和
三
年
〈
一
六
一
七
年
〉）
に
所
載
さ
れ
る
（
図
９
）。『
墨
蹟
之
写
』
に
は

閑
極
法
雲
が
賢
知
客
（
不
詳
）
に
付
与
し
た
「
四
睡
図
画
賛
」
が
所
載
す
る
。
所
載

さ
れ
る
墨
蹟
の
内
容
も
図
１
と
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
致
す
る
。
江
月
に
よ
る

小
書
き
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
（
33
（

。

九
月
廿
三
日
、
從
小
堀
遠
州
来
候
、
両
筆
と
も
正
筆
ト
相
見
候
、
語
ノ
事
何

共
難
見
分
候
、
大
畧
四
睡
ノ
賛
ニ
候
ハ
ん
か
と
返
事
候
、
薬
病
中
故
、
玉
室

和
尚
澤
庵
和
尚
へ
被
懸
御
目
様
ニ
と
申
候
、
両
和
尚
共
右
ノ
通
御
申
候
、
両

和
尚
ハ
両
筆
共
ニ
可
為
■（
布
袋
（■
賛
カ
ト
御
申
候
、
此
両
筆
藤
長
老
嘆
候
、
奥
ハ

図9　『禅林墨蹟』における閑極法雲・東澗道洵両筆墨蹟	（『江月宗玩禅林墨蹟之写の研究（上）』より転載）

ツ
ギ
メ

是
ヨ
リ
七
寸
九
分
半
、
從
是
口
一
尺
五
寸
三
分
半　
　

　

一　

	

三
个
柴
頭
能
有
多
少
烟
燄
而
能
灸

　

地
熏
天
冝
乎
四
个
睡
底
夢
眼
不
能

　

豁
開
也
埜
翁
謂
其
虎
斑
在
外
要
且

　
　

扶
阿
爺
不
起

　
　
　
　
　
　

大
徳
庚
子
秋
天
對　

道
洵
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印□

紙
内
竪
八
寸
五
分
横
二
尺
三
寸
三
分

表
具
上
下
黒
茶
ノ
シ
ケ
絹
中
モ
ヘ
キ

北
絹
一
文
字
風
帯
香
色
金
紗

　
　
　

紙
上
ノ
ラ
イ
紙
一
寸
三
分
ア
リ
四
半
有
之

一　

	

千
同
公
塘
萬
鉄
奉

化
無
如
一
陸
詔
村

所
以
家
醜
不
放
出

乳
峰
道
人
斑
虎

斑
是
訐
父
過
耶

用
家
傅
印
賢
知

　
　
　

客
試
着
一
隻
眼

前
虎
丘		

間
叟		

法
雲

印□　

	

印□　

	

印□

九
月
廿
三
日
從
小
堀
遠
州

来
候

両
筆
と
も
正
筆
ト

相
見
候

語
ノ
事
何
共
難
見
分
候
、

大
畧
四
睡
ノ
賛

ニ
候
ハ
ん
か
と
返
事
候
、

薬
病
中
故
、
玉
室
和
尚

澤
庵
和
尚
へ
被
懸
御
目

様
ニ
と
申
候
、
両
和
尚
共
右

ノ
通
御
申
候
、
両
和
尚
ハ

両
筆
共
ニ
可
為
■（
布
（（
袋
（■

賛
カ
ト
御
申
候
、

此
両
筆
藤
長
老

嘆
候
、
奥
ハ
四
睡
賛
ト

見
候
、
口
何
共
難
究
候

人
斑
虎
斑
ト
ア
ル
時
ハ

口
モ
四
睡
ノ
賛
タ
ル

ベ
キ
カ
我
等
申
候
存

寄
通
無
別
答
候

図8　両筆墨蹟と常盤山文庫本に
みる筆跡の比較

常盤山文庫本 両筆墨蹟
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四
睡
賛
ト
見
候
、
口
何
共
難
究
候

（『
墨
蹟
之
写
』
十
一
巻
、
元
和
第
三
丁
巳
、
四
冊
之
）

　

記
述
に
よ
れ
ば
元
和
三
年
九
月
二
三
日
、
小
堀
遠
州
は
両
筆
墨
蹟
の
鑑
定
を
江

月
に
依
頼
し
た
。
当
時
の
江
月
は
病
床
に
あ
っ
た
た
め
か
、
玉
室
宗
珀
（
大
徳
寺

一
四
七
世
。
元
亀
三
年
〜
寛
永
一
八
年
／
一
五
七
二
年
〜
一
六
四
一
年
）、
澤
庵
宗

彭
（
大
徳
寺
一
五
四
世
。
天
正
元
年
〜
正
保
二
年
／
一
五
七
三
年
〜
一
六
四
六
年
）

に
も
み
せ
、
い
ず
れ
も
正
筆
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
玉
室
、
澤
庵
は
布
袋
図
画
賛
と

し
た
が
、
江
月
は
四
睡
図
画
賛
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
「
奥
」
と
あ
る

が
、
こ
れ
は
道
洵
墨
蹟
を
さ
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
四
睡
賛
と
し
て
い
る
。

　
　（
一
）　
小
堀
遠
州
の
所
持

　

そ
の
後
、
遠
州
は
こ
の
墨
蹟
を
所
有
し
、
自
身
の
茶
会
で
も
用
い
た
。
先
に
小
堀

氏
、
深
谷
氏
の
指
摘
を
紹
介
し
た
が
、
遠
州
が
催
し
た
多
数
の
茶
会
で
は
こ
の
両
筆

墨
蹟
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
（
3（
（

。
こ
こ
で
遠
州
が
所
持
し
た
道
具
を
ま
と
め
た
蔵
帳
を

み
て
み
る
と
、
こ
の
両
筆
墨
蹟
は『
遠
州
蔵
帳
元
帳
（
32
（

』に
所
載
が
確
認
で
き
る
。『
遠

州
蔵
帳
元
帳
』
は
解
題
を
担
当
さ
れ
た
小
田
栄
一
氏
に
よ
れ
ば
、
小
堀
家
政
恒
没
後

数
年
間
に
お
け
る
同
家
の
道
具
調
帳
が
主
要
部
分
を
占
め
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

　

元
帳
中
、
両
筆
墨
蹟
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　

両
筆
墨
跡

一
紙
ノ
内
、
横
二
尺
二
寸
六
分
半

一
同
た
け
、
八
寸
五
分
一
リ
ン
、
但
、
文
字
置
所
印
等
外
ニ
留
有
之

一
上
下
、
こ
き
茶
地
し
け　

一
上
下
、
上
ノ
巻
板
わ
き
よ
り
一
尺
二
寸
六
分

一
同
下
、
軸
わ
き
よ
り
五
寸
八
分　
　

一
は
ゞ
二
尺
三
寸
少
内

一
中
、
薄
茶
地
、
小
石
た
ゝ
ミ
い
ん
金

一
中
ノ
上
三
寸
九
分
九
リ
ン　
　

一
中
ノ
下
二
寸
五
リ
ン

一
一
文
字
、
紫
地
金
ら
ん
、
菊
つ
る
か
ら
草

一
一
文
字
ノ
上
一
寸
五
リ
ン
、
下
五
分
九
リ
ン

一
中
ニ
テ
り
ん
ほ
う
ニ
ま
わ
る
、
は
ゞ
三
分

一
風
帯
、
は
ゞ
八
分
、
露
白

一
軸
、
そ
う
げ
、
ひ
ゞ
き
有
、
出
七
分
、
さ
し
渡
八
分
三
リ
ン

　

外
題　

江
月
和
尚

　
　
　
　

法
雲
和
尚

　
　
　
　

道
洵
和
尚　

両
真
跡	

印□

一
箱
ノ
蓋
書
付　

宗
甫
公

　
　
　
　
　

閑
極
法
雲

　
　
　
　
　

東
澗
道
洵　

両
筆

（『
遠
州
蔵
帳
元
帳
』）

　

こ
こ
で
は
『
墨
蹟
之
写
』
と
『
遠
州
蔵
帳
元
帳
』
所
載
の
墨
蹟
を
比
較
し
て
み
た

い
。先
ず
書
か
れ
る
内
容
を
み
る
と
、閑
極
法
雲
墨
蹟
の
書
き
出
し
は「
千
同
行
塘
萬
」

か
ら
、東
澗
道
洵
墨
蹟
は「
始
三
个
柴
頭
能
」か
ら
始
ま
り『
墨
蹟
之
写
』お
よ
び『
遠

州
蔵
帳
元
帳
』の
記
述
と
合
致
す
る
。
次
に
本
紙
の
寸
法
に
つ
い
て
の
記
述
で
は『
墨

蹟
之
写
』
に
は
「
竪
八
寸
五
分
。
横
二
尺
三
寸
三
分
」
と
あ
り
、『
遠
州
蔵
帳
元
帳
』

の
記
述
で
は
「
た丈け
八
寸
五
分
一
リ
ン
。
横
二
尺
二
寸
六
分
半
」
と
あ
り
、
現
存
す

る
両
筆
墨
蹟（
個
人
蔵
）と
も
お
お
よ
そ
一
致
し
て
い
る
。
次
に
表
装
を
み
る
と
『
墨

蹟
之
写
』
で
は
「
上
下
黒
茶
ノ
シ
ケ
絹
、中
モ
ヘ
キ
北
絹
、一
文
字
風
帯
香
色
金
紗
」
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と
あ
り
、『
遠
州
蔵
帳
元
帳
』
で
は
「
上
下
、
こ
き
茶
地
し
け　

中
、
薄
茶
地
、
小

石
た
ゝ
ミ
い
ん
金　

一
文
字
、
紫
地
金
ら
ん
、
菊
つ
る
か
ら
草
」
と
あ
る
。「
墨
蹟

之
写
」
が
書
か
れ
た
の
は
一
六
一
七
年
で
あ
り
、
こ
の
当
時
の
表
具
は
上
下
が
黒
茶

の
絓
、
中
廻
が
萌
黄
北
絹
、
一
文
字
と
風
帯
が
香
（
紺
か
（色
金
紗
と
あ
り
、
黒
と
茶
を
基
調

と
し
て
一
文
字
と
風
帯
に
金
紗
が
用
い
ら
れ
た
表
具
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
後
、
遠
州
没
後
に
成
立
し
た
『
遠
州
蔵
帳
元
帳
』
の
記
述
は
現
在
の
表
具
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
小
堀
遠
州
所
持
の
後
に
同
人
の
好
み
に
よ
り
変
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ

る
。
以
上
か
ら
『
墨
蹟
之
写
』
お
よ
び
『
遠
州
蔵
帳
元
帳
』
に
所
載
の
両
筆
墨
蹟
は

同
一
で
あ
り
、
現
存
す
る
両
筆
墨
蹟
と
合
致
す
る
。

　
　（
二
）　
溝
口
重
雄
の
入
手

　

新
発
田
藩
四
代
藩
主
・
重
雄
は
越
後
怡
渓
派
を
名
乗
り
茶
を
嗜
ん
だ
。
そ
の
後
の

藩
主
で
は
十
代
・
直
諒
（
寛
政
一
一
年
〜
安
政
五
年
／
一
七
九
九
年
〜
一
八
五
八
年
）

が
い
る
。
号
を
翠
濤
と
名
乗
り
、
石
州
流
の
茶
を
嗜
ん
だ
。
直
諒
は
新
発
田
藩
茶
道

の
阿
部
休
巴
（
天
明
五
年
〜
嘉
永
五
年
／
一
七
八
五
年
〜
一
八
五
三
年
）
か
ら
茶
道

の
皆
伝
を
受
け
、
自
身
も
茶
会
を
開
催
し
た
。
溝
口
家
は
茶
の
湯
に
親
し
み
、
多
く

の
道
具
を
所
持
し
た
が
蔵
帳
の
存
在
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
っ
た
。
溝
口
家
は
明
治

三
七
年（
一
九
〇
四
年
）に
東
京
に
お
い
て
家
財
道
具
の
売
立
を
行
っ
て
い
る
。通
常
、

売
立
で
は
入
札
前
に
モ
ノ
ク
ロ
図
版
入
り
の
目
録
が
作
成
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の

と
こ
ろ
溝
口
家
の
売
立
目
録
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
溝
口
家
が
所
蔵
し

た
道
具
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
っ
た
。

　

筆
者
は
溝
口
家
に
お
け
る
掛
物
の
蔵
帳
で
あ
る
『
御
掛
物
帳
』（
新
発
田
市
立
図

書
館
蔵
）
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
合
致
す
る
墨
蹟
お
よ
び
書
画
を
紹
介
し
て
き

た
（
32
（

。『
御
掛
物
帳
』
は
溝
口
家
の
家
老
で
あ
っ
た
溝
口
伊
織
家
旧
蔵
で
、
幕
末
に
お

け
る
溝
口
家
所
蔵
の
掛
物
総
目
録
で
あ
る
（
32
（

。
こ
の
『
御
掛
物
帳
』
中
、
乾
坤
入
之
部

の
記
述
に
は

　
　

一　

法
雲
道
洵
両
筆
墨
跡

（『
御
掛
物
帳
』）

と
あ
る
。
両
筆
墨
蹟
が
『
御
掛
物
帳
』
に
所
載
さ
れ
る
こ
と
は
新
発
田
藩
溝
口
家
の

旧
蔵
品
を
意
味
し
、
墨
蹟
の
周
縁
を
検
討
す
る
手
が
か
り
と
な
る
。

　

溝
口
家
に
お
け
る
掛
物
に
関
す
る
蔵
帳
研
究
で
は
、
新
潟
大
学
原
直
史
教
授
を
中

心
と
し
た
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
溝
口
家
蔵
帳
の
研
究
が
あ
る
。原
氏
ら
は『
御
道
具
控
』、

『
御
道
具
類
目
録
』、『
蓄
蔵
物
品
目
次
』
道
具
帳
三
件
の
翻
刻
を
行
い
研
究
報
告
書

が
出
さ
れ
て
い
る
（
32
（

。
道
具
帳
の
う
ち
最
も
古
い
物
は
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
年
）
の

奥
書
が
あ
る
『
御
道
具
控
』
で
あ
る
。
そ
の
「
乾
坤
入
之
部
」
に
は
、「
両
筆
墨
蹟
」

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
墨
蹟
は
明
和
七
年
か
ら
溝
口
家
の
所
有

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
両
筆
墨
蹟
は
後
述
す
る
よ
う
に
家
祖
伝
来
の
墨
蹟

と
し
て
四
代
重
雄
以
降
、
幕
末
ま
で
溝
口
家
に
伝
来
し
た
。
こ
こ
で
は
溝
口
家
に
お

い
て
所
蔵
さ
れ
た
両
筆
墨
蹟
に
つ
い
て
そ
の
周
縁
を
み
て
み
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
溝
口
家
が
所
有
し
た
古
瀬
戸
茶
入
「
溝
口
胴
高
」（
個
人
蔵
、
図
10
）

が
あ
る
。
こ
の
茶
入
は
、
両
筆
墨
蹟
と
と
も
に
小
堀
家
か
ら
溝
口
家
に
譲
渡
さ
れ
た

う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
窯

分
分
類
中
、
胴
高
は
唯
一

本
作
を
み
る
の
み
で
本
歌

で
あ
る
。
な
お
詳
細
に
つ

い
て
は
『
文
化
情
報
学
』

第
九
巻
第
二
号
を
参
照
さ

れ
た
い
（
32
（

。
同
茶
入
に
は
懸

宗
知
に
よ
る
添
状
が
付
属

図10　古瀬戸茶入「溝口胴高」
　　　（個人蔵、撮影筆者）
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／
一
六
五
六
年
〜
一
七
二
一
年
）
で
あ
る
（
33
（

。
宛
名
に
は
高
久
助
之
進
の
名
が
あ
る
。

高
久
助
之
進
は
新
発
田
藩
四
代
藩
主
・
溝
口
重
雄
の
御
仕
置
役
に
そ
の
名
が
あ
り
、

重
雄
の
信
任
も
厚
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
33
（

。添
状
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

右
五
色
之
道
具
、
小
堀
和
泉
守
殿
ゟ
去
年
々
酉
極
月
朔
日
ニ
質
物
ニ
取
、
金

子
御
用
立
申
候
処
、
金
子
御
返
弁
難
被
成
候
ニ
付
、
道
具
五
色
共
ニ
拙
者
へ

御
流
し
被
下
候
、
就
者
右
之
道
具
共
此
度
信
州
様
江
代
金
五
百
両
ニ
買
上
申

候
、
代
金
不
残
請
取
相
済
申
候
、
則
和
泉
守
殿
御
家
来
衆
ゟ
被
下
候
借
用
手

形
并
並
道
具
流
シ
手
形
両
通
共
ニ
其
許
江
進
置
申
候

（
懸
宗
知
添
状
）

文
中
の
「
信
州
様
」
と
は
溝
口
重
雄
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
重
雄
が
信
濃
守
を
名

乗
っ
た
こ
と
に
よ
る
（
33
（

。
文
面
に
は
、
縣
宗
知
が
三
つ
の
茶
入
（「
胴
高
」、「
蛍
」、「
大

概
」）、「
両
筆
墨
蹟
」、「
青
磁
四
方
香
炉
」
を
質
に
と
っ
て
小
堀
家
に
金
子
を
貸
し

付
け
た
。
し
か
し
小
堀
家
で
は
返
済
の
目
処
が
立
た
ず
、
預
け
た
道
具
を
縣
に
渡
す

こ
と
と
し
た
。
縣
は
預
か
っ
た
道
具
を
金
子
五
百
両
に
替
え
る
た
め
溝
口
家
に
売
却

し
、
代
金
を
受
け
取
っ
た
と
あ
る
。

　

添
状
中
、「
右
五
色
之
道
具
、
小
堀
和
泉
守
殿
ゟ
去
々
年
酉
極
月
朔
日
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
元
禄
六
年（
一
六
九
三
年
）一
二
月
に
小
堀
和
泉
守
家
よ
り
預
か
っ
た
品

で
あ
る
。
元
禄
七
年
の
小
堀
家
で
は
、
正
月
二
日
未
明
に
小
堀
正
恒
（
慶
安
二
年
〜

元
禄
七
年
／
一
六
四
九
年
〜
一
六
九
四
年
）
が
没
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
小
堀
家
で

は
、
正
恒
の
子
で
あ
る
正
房
（
貞
享
二
年
〜
正
徳
三
年
／
一
六
八
五
年
〜
一
七
一
三

年
）が
跡
目
相
続
す
る
。
そ
の
た
め
、小
堀
家
で
は
出
費
が
増
加
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

当
時
の
小
堀
家
周
辺
を
物
語
る
史
料
に
『
里
井
自
休
年
月
記
』
が
あ
る
。
本
書
は

『
遠
州
の
数
寄
』（
一
九
七
八
年
、
根
津
美
術
館
編
）
に
所
収
さ
れ
る
。『
里
井
自
休
年

月
記
』は
里
井
自
休
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
小
堀
家
の
記
録
で
あ
る
。
里
井
に
つ
い
て
、

す
る
（
図
11
）。
こ
の
添
状
は
『
大
正
名
器
鑑
』
の
古
瀬
戸
茶
入
「
溝
口
胴
高
」
に

お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
（
32
（

が
、
今
回
の
調
査
で
茶
入
と
と
も
に
現
存
す
る
こ
と
が
確

認
で
き
た
。

　

添
状
中
、墨
蹟
の
記
述
に
着
目
し
て
み
る
と
、両
筆
墨
蹟
の
記
述
が
確
認
で
き
る
。

添
状
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一　

掛
物　

唐
僧
両
筆　
閑
極
龍
雲

東
澗
道
洵

　
　

江
月
和
尚
外
題
有

（
懸
宗
知
添
状
）

こ
の
墨
蹟
の
付
属
品
と
し
て
江
月
宗
玩
の
外
題
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

先
に
み
た
『
遠
州
蔵
帳
元
帳
』
と
の
記
述
と
一
致
す
る
。
添
状
の
日
付
は
元
禄
八
年

六
月
二
二
日
付
。
差
出
人
は
江
戸
幕
府
御
庭
方
の
懸
宗
知
（
明
暦
二
年
〜
享
保
六
年

図11　茶入「溝口胴高」に付属する懸宗知添状
　　　	（個人蔵、撮影筆者）

　
　
　

		

覚

一　

茶
入　

胴
高
肩
衝

一　

茶
入　

蛍

一　

茶
入　

大
概

一　

掛
物　

唐
僧
両
筆　
閑
極
法
雲

東
澗
道
洵

　
　
　

江
月
和
尚
外
題
有

一　

香
炉　

青
磁
四
方　

箱
ニ
利
休
書
付

右
五
色
之
道
具
小
堀
和
泉
守
殿
ゟ
去
々
年
酉
極
月
朔
日
ニ

質
物
ニ
取
金
子
御
用
立
申
候
処
、
金
子
御
返
弁
難
被
成
候
ニ
付

道
具
五
色
共
ニ
拙
者
へ
御
流
し
被
下
候
就
者
右
之
道
具
共

　
　
　
　
　
　
　
　

印○

此
度
信
州
様
江
代
金
五
百
両
ニ
売
上
申
候
代
金
不
残

請
取
相
済
申
候
則
和
泉
守
殿
御
家
来
衆
ゟ
被
下
候

借
用
手
形
并
並
道
具
流
シ
手
形
両
通
共
ニ
其
許
江

進
置
申
候
為
後
日
仍
手
形
如
件

　
　
　
　

元
禄
八
乙
亥
年
六
月
二
十
八
日　
　

懸
宗
知	

印○　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
久
助
之
進
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
尾
儀
太
夫
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

君
宇
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参
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翻
刻
を
さ
れ
た
熊
倉
功
夫
氏
は
解
題
中
、
里
井
が
小
堀
家
の
家
臣
と
も
考
え
ら
れ
る

と
さ
れ
、
詳
細
に
つ
い
て
は
不
詳
と
の
こ
と
で
あ
る
。『
里
井
自
休
年
月
記
』
に
よ

れ
ば
元
禄
七
年
三
月
一
五
日
条
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一
三
月
一
五
日
御
登　

城
御
継
目
之
御
礼
被　

仰
上
阿
部
豊
後
守
様
御
取
持

被
遊　

御
前
御
首
尾
能
相
済
候
由

公
方
様
江
御
太
刀
目
録　
黄
金
五
枚

御
小
袖　

御
女
中　

右
衛
門
佐
殿　

白
銀
五
枚

御
台
様
江　
　
　
　
　
　

白
銀
五
枚　
尾
上
殿　

同
二
枚

高
瀬
殿　

同
二
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
江
殿　

同
二
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
て
る
殿　

白
銀
二
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
表
使
四
人
江
白
銀

一
枚
つ
つ
何
れ
も
常
是
包
ナ
リ

一
一
文
字
ノ
御
腰
物
代
金
拾
壱
枚　

和
泉
守
様
御
遺
物

一
上
野
両
御
佛
殿　

白
銀
二
枚　

一
枚
つ
つ

一
御
老
中
様
方
江
御
遺
物
大
久
保
加
賀
守
様
江
高
木
貞
宗
御
脇
指
代
金
八
枚
、

阿
部
豊
後
守
様
江
唐
物
富
士
山
御
茶
入
、
土
屋
相
模
守
様
ヘ
一
字
一
銭
ノ
御

か
け
物
、
戸
田
山
城
守
様
ヘ
定
家
僧
次
第
御
か
け
物
、
牧
野
備
前
守
様
へ
か

ね
中
か
ふ
ら
花
入
、
柳
沢
出
羽
守
様
ヘ
蒔
絵
蝶
ノ
文
台（『

里
井
自
休
年
月
記
』）

以
上
の
記
述
か
ら
、
正
恒
没
後
の
小
堀
家
で
は
、
正
房
跡
目
相
続
の
見
返
り
に
将
軍

家
お
よ
び
幕
閣
の
要
人
を
は
じ
め
多
く
に
金
子
ま
た
は
伝
来
の
道
具
を
譲
渡
し
た
。

当
時
の
小
堀
家
で
は
正
恒
没
後
の
跡
目
相
続
も
視
野
に
入
れ
金
子
を
必
要
と
し
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
小
堀
家
で
は
元
禄
六
年
一
二
月
に
両
筆
墨
蹟
を
は
じ

め
と
す
る
五
種
の
茶
道
具
を
質
に
し
、
縣
に
金
子
の
借
用
を
申
し
込
ん
だ
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　

両
筆
墨
蹟
は
小
堀
家
、
縣
宗
知
を
経
て
新
発
田
藩
四
代
藩
主
・
溝
口
重
雄
に
譲
渡

さ
れ
た
。
先
に
紹
介
し
た
『
御
道
具
控
』、『
御
掛
物
帳
』
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

両
筆
墨
蹟
は
溝
口
家
に
伝
来
し
た
。
こ
の
両
筆
墨
蹟
が
名
物
記
に
所
載
さ
れ
る
の
は

出
雲
松
江
藩
七
代
藩
主
、
不
昧
・
松
平
治
郷
に
よ
る
『
古
今
名
物
類
聚
（
3（
（

』で
あ
る
。

同
書
で
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一　

両
筆
墨
蹟　
東
烟
道
順

閑
極
法
雲

表
紙
茶
地
石
畳
金
襴
袖
薫
金
砂
子
紐
紫
環
有

巻
ク
サ
大
小
有

（『
古
今
名
物
類
聚
』
拾
遺
之
部
三
）

こ
の
場
合
「
烟
」
は
「
澗
」、「
順
」
は
「
洵
」
の
誤
記
で
あ
り
、
記
述
は
両
筆
墨
蹟

を
さ
す
。
同
書
で
の
記
述
は
墨
蹟
と
表
具
の
紹
介
の
み
で
、
所
有
者
に
つ
い
て
の
記

述
が
な
い
。
不
昧
自
身
は
こ
の
墨
蹟
を
拝
見
し
て
お
ら
ず
、
見
聞
を
も
と
に
記
載
し

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
当
時
の
茶
人
た
ち
の
間
で
は
著
名
な
墨
蹟

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　（
三
）　
溝
口
直
諒
の
茶
会

　

そ
の
後
の
溝
口
家
に
お
い
て
、
こ
の
墨
蹟
は
『
御
道
具
控
』、『
御
掛
物
帳
』
の
記

載
か
ら「
乾
坤
入
之
部
」長
持
に
お
い
て
収
納
保
管
さ
れ
た
。こ
こ
で
、「
乾
坤
入
之
部
」

に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
十
代
藩
主
・
溝
口
直
諒
自
筆
に
よ
る
『
名
物
重
宝
説
』
が

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
32
（

。
本
書
に
は
乾
坤
入
之
部
に
つ
い
て
以

下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

乾
坤
長
持
入
之
道
具
名
物
ニ
し
て
家
宝
と
す
る
品
也
尤
と
も
実
の
名
物
と
右
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に
準
す
る
品
あ
り
共
に
み
だ
り
に
用
う
べ
か
ら
ず

（『
名
物
重
宝
説
』）

記
述
か
ら
、
乾
坤
入
之
部
の
長
持
に
あ
る
道
具
は
家
祖
伝
来
の
家
宝
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
道
具
を
み
だ
り
に
用
い
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。
今
回

の
調
査
か
ら
、
溝
口
家
に
お
い
て
家
祖
伝
来
の
道
具
が
用
い
ら
れ
た
茶
会
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
茶
会
が
記
載
さ
れ
る
の
は
『
幽
清
館
雑
記
』
五
巻
中
の
「
茶
会

記
抄
」
で
あ
る
（
32
（

。
筆
跡
か
ら
直
諒
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
周
辺
に
あ
っ
た
家
臣
た

ち
に
よ
る
記
録
で
あ
る
。
書
名
に
あ
る
幽
清
館
と
は
直
諒
が
茶
の
湯
を
嗜
ん
だ
場
所

と
さ
れ
る
。
同
書
は
こ
れ
ま
で
存
在
が
知
ら
れ
る
も
、
取
り
上
げ
て
こ
ら
れ
ず
溝
口

家
の
茶
会
に
つ
い
て
の
新
た
な
史
料
と
し
て
注
目
で
き
る
。
そ
の
う
ち
、
三
回
の
茶

会
の
道
具
組
を
記
し
た
会
記
が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
ら
は「
西
御
囲
ひ
ら
き
御
茶
会
」

（
弘
化
二
年
。
一
八
四
五
年
九
月
）、「
御
数
寄
屋
開
に
て
初
て
御
口
切
御
茶
会
」（
弘

化
二
年
。
一
八
四
五
年
十
一
月
）、「
御
名
物
点
茶
会
」（
弘
化
三
年
。
一
八
四
六
年

五
月
）
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
両
筆
墨
蹟
が
用
い
ら
れ
た
「
御
名
物
点
茶
会
」
に
注
目
す
る
。
こ
の
茶

会
は
、
小
堀
遠
州
二
〇
〇
年
遠
忌
に
あ
た
る
一
八
四
七
年
五
月
に
開
催
さ
れ
た
。
各

所
で
遠
忌
の
茶
会
な
ど
の
催
し
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
溝
口
家
で
は
遠
州
伝
来

の
名
物
茶
道
具
が
あ
る
こ
と
か
ら
十
代
藩
主
・
直
諒
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
茶
会
で
あ

る
。こ
の
茶
会
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
主
な
道
具
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一　

法
雲
道
洵
両
筆
御
掛
物

一　

天
下
一
宗
四
郎
作
風
炉　

道
恵
小
板

一　

桐
の
御
釜

一　

唐
物
四
方
籠
炭
斗

一　

存
星
柚
香
合

一　

新
柳
川
包
絡

一　

古
銅
薬
鑵
水
次　

青
竹
蓋
置

一　

古
銅
置
花
入　

箱
書
翠
巌
和
尚
筆

一　

吉
野
木
地
桶
水
指　

一　

蛍
御
茶
入　

羽
田
五
郎
作
四
方
盆

一　

黄
蕎
麦
茶
碗　

一　

利
休
茶
杓

一　

南
蛮
建
水
海
老
手　

青
竹
蓋
置（「

茶
会
記
抄
」『
幽
清
館
雑
記
』
第
五
巻
）

と
な
る
。
こ
こ
で
は
当
日
用
い
ら
れ
た
掛
物
以
外
の
道
具
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

　

釜
は
豊
臣
秀
吉
（
天
文
六
年
〜
慶
長
三
年
／
一
五
三
七
年
〜
一
五
九
八
年
）
か
ら

拝
領
し
た
「
桐
釜
」
で
あ
る
。
記
述
で
は

右
は
御
伝
来
乾
坤
入
之
之
御
道
具
豊
太
閤
よ
り
御
拝
領
之
御
品
道
仁
作

と
あ
る
。
釜
の
作
者
の
道
仁
と
は
西
村
道
仁
（
永
正
元
年
〜
弘
治
元
年
／
一
五
〇
四

年
〜
一
五
五
五
年
）
の
こ
と
で
、
天
下
一
を
号
し
武
野
紹
鴎
の
釜
師
で
あ
っ
た
。
道

仁
に
よ
る
桐
の
地
紋
が
あ
る
釜
を
さ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
風
炉
は
土
風
炉
師
の

西
村
宗
四
郎
の
作
で
あ
る
。
小
板
に
は
近
藤
道
恵
作
が
配
さ
れ
る
。
香
合
は
「
存
星

柚
」
で
あ
る
。
存
星
と
は
漆
地
に
彩
漆
を
象
眼
し
た
も
の
で
あ
る
。
柚
と
あ
る
が
形

状
か
模
様
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
香
合
は

右
香
合
は
御
伝
来

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
家
祖
伝
来
の
香
合
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
花
入
は
古
銅
、
花
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は
大
山
蓮
華
が
挿
れ
ら
れ
る
。
後
座
の
席
で
掛
物
が
は
ず
さ
れ
花
入
だ
け
だ
っ
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
格
式
高
い
床
飾
り
で
あ
る
。　

　

茶
入
は
古
瀬
戸
茶
入
銘
「
蛍
」（
畠
山
記
念
館
蔵
、
図
12
）
で
あ
る
。
記
述
で
は

右
御
名
物
は
縣
宗
知
御
取
次
に
て
昔
御
取
入
之
御
道
具
御
秘
蔵
之
品
に
て
乾

坤
御
長
持
入
也
、
袋
つ
か
り
絹
換
え
召
之
此
度
御
取
替
候
絹
付
百
年
以
上
之

紫
糸
を
も
つ
き
袋
物
師
林
蔵
仕
立
候
、
御
盆
は
先
年
御
取
入
之
品
也

と
あ
る
。
こ
の
茶
入
は
両
筆
墨
蹟

と
と
も
に
小
堀
家
、
縣
宗
知
を
経

て
溝
口
家
に
入
手
さ
れ
た
五
種
の

う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
溝
口
家
で

は
乾
坤
入
の
長
持
で
保
管
さ
れ

た
。
今
回
の
茶
会
の
た
め
に
茶
入

を
入
れ
る
仕
服
の
中
綿
と
、
縒
（
茶

入
れ
を
収
納
す
る
袋
の
口
の
周
囲

に
か
が
り
つ
け
た
撚
糸
の
こ
と
）
を

林
蔵
に
よ
っ
て
交
換
さ
れ
た
と
あ
る
。
茶
入
に
は
招
か
れ
た
小
堀
宗
中
が
蛍
茶
入
に

つ
い
て
詠
ん
だ
歌
が
添
状
と
し
て
付
属
す
る
（
同
館
蔵
）（
32
（

。
茶
入
に
羽
田
五
郎
盆
が

添
え
ら
れ
る
が
、
名
物
茶
入
の
扱
い
と
し
て
盆
を
用
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
盆

は
今
回
の
茶
会
の
た
め
に
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

茶
碗
は
黄
蕎
麦
で
あ
る
。蕎
麦
と
は
高
麗
茶
碗
の
一
種
で
、総
体
に
平
か
で
あ
る
。

黄
蕎
麦
と
あ
る
こ
と
か
ら
高
麗
茶
碗
で
平
た
く
黄
色
み
を
帯
び
た
茶
碗
で
あ
ろ
う
。

同
書
で
は
茶
碗
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

右
御
茶
碗
は
先
年
二
百
五
十
両
に
て
御
取
入
御
秘
蔵
之
御
道
具
に
て
乾
坤
入

之
御
品
に
も
劣
ら
ぬ
御
銘
器
也

と
あ
り
、
直
諒
が
購
入
し
た
茶
碗
で
あ
る
。

　

茶
杓
は
千
利
休
（
大
永
二
年
〜
天
正
一
九
年
／
一
五
二
二
年
〜
一
五
九
一
年
）
の

作
で
あ
る（
図
13
）。家
伝
の
茶
杓
に
つ
い
て
直
諒
の
時
代
に
作
成
さ
れ
た
模
写
図『
茶

杓
図
譜
』（
上
下
二
巻
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）（
32
（

が
残
さ
れ
て
い
る
。
画
は
林

勝
鱗
（
天
保
二
年
〜
明
治
二
一
年
／
一
八
三
一
年
〜
一
八
八
八
年
）、
茶
杓
筒
墨
書

な
ど
の
文
字
は
直
諒
に
よ
っ
て
書
き
写
さ
れ
る
。
本
図
録
は
溝
口
家
が
所
蔵
し
た
茶

杓
を
原
寸
大
で
模
写
し
た
図
録
で
あ
り
、
茶
杓
の
形
状
や
竹
の
景
色
の
状
態
が
把
握

で
き
る
。
そ
こ
か
ら
利
休
作
と
す
る
茶
杓
が
一
件
、
所
載
さ
れ
て
お
り
合
致
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。所
載
図
か
ら
全
長
一
八
・
一
糎
、蟻
腰
で
総
体
に
薄
く
作
ら
れ
て
お
り
、

櫂
先
は
丸
み
を
帯
び
て
い
る
。
経
年
変
化
に
よ
り
飴
色
に
変
色
し
て
い
る
。
図
か
ら

樋
の
本
数
は
確
認
で
き
な
い
が
、
典
型
的
な
利
休
形
の
茶
杓
で
あ
る
。
な
お
筒
に
は

〆
印
の
代
り
に
朱
漆
で
利
休
の
花
押
で
あ
る
「
ケ
ラ
判
」、
下
部
に
は
朱
漆
に
て
元

伯
宗
旦
（
天
正
六
年
〜
万
治
元
年
／
一
五
七
八
年
〜
一
六
五
八
年
）に
よ
る「
旦
」
の

字
と
花
押
が
認
め
ら
れ
る
。

　

以
上
、
こ
の
茶
席
の
主
だ
っ
た
道
具
は
乾
坤
入
之
部
に
あ
る
道
具
で
あ
っ
た
。
当

日
は
遠
州
と
関
わ
り
の

深
い
蛍
茶
入
を
中
心
に

据
え
、
溝
口
家
が
所
蔵

し
た
伝
来
の
道
具
、
お

よ
び
直
諒
に
よ
り
収
集

さ
れ
た
器
物
を
用
い
た

茶
席
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

こ
こ
で
同
書
中
、
両

図12　古瀬戸茶入「蛍」（畠山記念館蔵、
『茶道聚錦（第十巻）』より転載）

図13　千利休作茶杓
　　　（『茶杓図譜（上巻）』より転載）
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筆
墨
蹟
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一　

法
雲
道
洵
両
筆
御
掛
物

　

右
は
乾
坤
入
御
伝
来
御
秘
蔵
之
道
具
に
て
蛍
御
茶
入
与
一
集
ニ
昔
御
手
ニ

　

入
候
、
御
名
物
也
去
庚
寅
年
御
口
切
茶
会
ニ
御
用
被
遊

（「
茶
会
記
抄
」『
幽
清
館
雑
記
』
第
五
巻
）

　

先
ず
、
こ
の
両
筆
墨
蹟
が
「
蛍
」
な
ど
と
一
緒
に
溝
口
家
に
所
蔵
さ
れ
た
名
物
道

具
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
の
懸
宗
知
添
状
（
図
11
）
か
ら
も

合
致
す
る
。
次
に
、
こ
の
墨
蹟
は
庚
寅
（
一
八
三
〇
年
）
の
年
に
も
一
度
、
口
切
茶

会
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
が

述
べ
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
両
筆
墨
蹟

に
付
属
す
る
新
発
田
藩
十

代
藩
主
・
直
諒
に
よ
る
添

状
（
図
14
）
が
あ
る
（
32
（

。
添

状
の
日
付
は
文
政
一
三
年

十
月
二
八
日
付
。
文
面
か

ら
、
直
諒
が
同
年
の
口
切

茶
会
を
開
催
し
、
客
に
小

堀
宗
中
、
古
筆
了
伴
ら
を

招
い
た
。『
幽
清
館
雑
記
』

の
記
述
に
に
あ
る
庚
寅

年
（
一
八
三
〇
年
・
文
政

一
三
年
）
の
口
切
茶
会
と

合
致
す
る
。
添
状
の
内
容

は
こ
の
墨
蹟
が
書
か
れ
た
年
号
お
よ
び
、
小
堀
梅
之
助
（
宗
中
が
四
〇
代
ご
ろ
ま
で

名
乗
っ
た
）、
古
筆
了
伴
が
茶
席
に
お
い
て
両
筆
墨
蹟
を
拝
見
し
た
所
見
に
つ
い
て

書
か
れ
る
。
後
半
の
記
述
を
み
る
と

小
堀
梅
之
助
殿
同
年
十
月
廿
八
日
口
切
茶
に
て
相
招
候
節
ニ
申
候
は
手
留
に

も
有
之
御
軸
ニ
て
候
、
何
方
ヘ
納
候
也
ト
か
ね
て
不
分
に
存
じ
居
候
、
所
今

日
拝
見
難
有
く
存
候
箱
書
松
花
堂
ト
扣
に
有
之
候
、
同
日
古
筆
了
伴
も
相
招

同
人
申
候
ニ
は
箱
書
松
花
堂
に
相
違
無
之
御
見
事
ニ
ニ
て
候
、
此
両
筆
は
至

而
ま
れ
な
る
御
品
ニ
覚
候

（
溝
口
直
諒
添
状
『
田
村
家
久
原
家
本
入
札
所
蔵
品
入
札
』）

と
あ
る
。
口
切
と
は
、
新
緑
の
頃
に
茶
壺
に
茶
を
詰
め
、
一
夏
の
あ
い
だ
は
熟
成
さ

せ
、
秋
頃
に
壷
の
口
封
を
切
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
茶
会
に
お
い
て
宗
中
が
こ
の
墨

蹟
を
拝
見
し
、
箱
書
は
松
花
堂
昭
乗
（
32
（

で
あ
る
と
み
と
め
、
更
に
同
席
し
た
古
筆
了
伴

も
相
違
無
と
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

　

宗
中
自
身
は
両
筆
墨
蹟
の
存
在
は
把
握
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
文
中
に「
控
え
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
恐
ら
く
、家
伝
の『
遠
州
蔵
帳
元
帳
』ま
た
は
当
時
、流
布
し
た『
古

今
名
物
類
聚
』
に
よ
る
見
聞
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
当
時
溝
口

家
が
所
有
者
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ

当
時
、
有
名
な
一
軸
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

四
代
藩
主
重
雄
は
怡
渓
宗
悦
に
茶
を
学
び
、
石
州
怡
渓
派
の
茶
を
新
発
田
に
定
着

さ
せ
た
。
十
代
藩
主
・
直
諒
も
怡
渓
派
の
茶
を
よ
く
し
た
。
直
諒
は
翠
濤
と
号
し
、

小
堀
宗
中
や
芳
村
観
阿
、
古
筆
了
伴
ら
と
交
流
が
あ
り
茶
風
に
そ
の
影
響
が
あ
っ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
直
諒
は
遠
州
二
〇
〇
年
遠
忌
茶
会
を
開
催
し
、
そ
の
茶
会
記

に
は
家
祖
と
小
堀
家
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
道
具
が
取
り
合
わ
さ
れ
た
。
例
え
ば
両

筆
墨
蹟
と
蛍
茶
入
は
小
堀
家
か
ら
縣
を
経
て
溝
口
家
へ
譲
渡
さ
れ
た
。
両
者
が
席
中

図14　両筆墨蹟に付属する溝口直諒（翠濤）添状
　　　（『田村家久原家本入札所蔵品入札』所載）

大
徳
庚
子
は
元
成
宗
大
徳
四
年
本
朝

後
伏
見
院
御
宇
正
安
二
年
ニ
当
ル
武
家
北
條

貞
時
執
権
之
世
也
文
政
十
三
年
庚
寅
ま
て
五
百
三
十
年

　

小
堀
梅
之
助
殿
同
年
十
月
廿
八
日
口
切
茶
に
て
相
招
候
節

　

ニ
申
候
は
手
留
に
も
有
之
御
軸
ニ
て
候
何
方
ヘ
納
候
也
ト
か
ね
て

　

不
分
に
存
じ
居
候
所
今
日
拝
見
難
有
く
存
候
箱
書
松
花
堂
ト

　

扣
に
有
之
候
同
日
古
筆
了
伴
も
相
招
同
人
申
候
ニ
は

　

箱
書
松
花
堂
に
相
違
無
之
御
見
事
ニ
ニ
て
候

　

此
両
筆
は
至
而
ま
れ
な
る
御
品
ニ
覚
候

文
政
十
三
年
庚
寅
年
十
月
廿
八　

翠
濤
識
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で
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
客
と
し
て
小
堀
宗
中
が
二
〇
〇
年
遠
忌
、
口
切
茶
会
の
二
回

に
招
か
れ
て
い
る
点
か
ら
も
溝
口
家
と
小
堀
家
の
歴
史
を
再
確
認
す
る
茶
席
で
あ
っ

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
　（
四
）　
溝
口
家
以
後
の
伝
来

　

溝
口
家
の
所
蔵
し
た
道
具
が
散
逸
す
る
の
は
明
治
三
七
年
に
行
わ
れ
た
売
立
が
あ

る
（
（3
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
ま
で
溝
口
家
の
売
立
目
録
は
発
見
で
き
て
い
な
い
（
（3
（

。
そ

の
た
め
、
い
つ
の
時
期
に
流
出
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
後
、
両
筆
墨
蹟
は

『
赤
星
家
所
蔵
品
入
札
（
（3
（

』（
一
九
一
七
年
）、『
田
村
家
久
原
家
本
入
札
所
蔵
品
入
札
（
（（
（

』

（
一
九
二
九
年
）
の
売
立
目
録
に
図
版
の
所
載
が
確
認
さ
れ
、
現
在
は
個
人
の
所
蔵

と
な
る
。

　

	　
　
　
お
わ
り
に

　

以
上
か
ら
、
本
稿
の
要
旨
は
以
下
と
な
る
。

　

閑
極
法
雲
お
よ
び
東
澗
道
洵
に
よ
る
筆
跡
は
管
見
の
資
料
中
、
出
光
美
術
館
本
お

よ
び
個
人
蔵
本
、
常
盤
山
文
庫
本
と
の
筆
跡
か
ら
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
文
字
は
共
通

し
て
お
り
、
両
者
は
閑
極
法
雲
、
東
澗
道
洵
の
筆
跡
で
あ
る
。
両
筆
墨
蹟
は
新
発
田

藩
四
代
藩
主
・
溝
口
重
雄
と
縣
宗
知
の
関
係
に
よ
り
入
手
さ
れ
た
。
こ
の
墨
蹟
に
は

十
代
藩
主
直
諒
に
よ
る
控
え
が
付
属
し
、
同
家
で
重
宝
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。

　

溝
口
家
の
両
筆
墨
蹟
の
入
手
に
あ
た
り
、
元
の
所
有
者
で
あ
る
小
堀
家
で
は
正
恒

が
没
す
る
直
前
で
あ
っ
た
。
没
後
の
正
房
の
跡
目
相
続
な
ど
を
見
越
し
、
金
子
を
必

要
と
し
た
た
め
放
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

両
筆
墨
蹟
の
伝
来
は
小
堀
遠
州
→
小
堀
家
→
（
縣
宗
知
）
→
溝
口
重
雄
→
溝
口
家

→
赤
星
家
→
（
不
明
）
→
個
人
（
現
在
）
で
あ
る
。

　

溝
口
直
諒
に
よ
る
茶
会
で
の
使
用
が
確
認
さ
れ
、
同
家
で
の
受
容
の
周
辺
を
茶
会

記
か
ら
提
示
し
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

本
稿
で
は
、
管
見
の
墨
蹟
か
ら
両
筆
墨
蹟
に
つ
い
て
筆
跡
の
検
討
を
行
っ
た
。
ま

た
、
両
筆
墨
蹟
の
伝
来
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
遠
州
の
茶
会
を
み
て
み

る
と
多
く
の
墨
蹟
が
使
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
こ
の
両
筆
墨
蹟
は
多
く
の
茶

会
で
用
い
ら
れ
た
。
両
筆
墨
蹟
は
小
堀
遠
州
が
所
持
し
、小
堀
家
、懸
宗
知
を
経
て
、

溝
口
重
雄
の
所
有
と
な
っ
た
。
両
筆
墨
蹟
が
溝
口
家
の
茶
会
で
用
い
ら
れ
た
例
は
遠

州
二
〇
〇
年
遠
忌
に
際
し
て
の
茶
会
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
文
化
的
背
景
か
ら
、

小
堀
遠
州
所
持
の
両
筆
墨
蹟
が
溝
口
家
に
お
い
て
受
容
さ
れ
た
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
、
小
堀
家
か
ら
縣
宗
知
を
経
て
溝
口
家
が
入
手
し
た
両
筆
墨

蹟
を
は
じ
め
と
す
る
五
種
の
茶
道
具
の
う
ち
、
現
存
が
確
認
さ
れ
な
い
大
概
茶
入
、

青
磁
香
炉
の
更
な
る
追
跡
調
査
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

［
謝
辞
］

調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
溝
口
胴
高
茶
入
ご
所
蔵
家
、
筆
跡
の
検
討
に
あ
た
り
ご
教
示
を

賜
り
ま
し
た
元
文
化
庁
文
化
財
保
護
審
議
会
専
門
委
員
財
津
永
次
氏
、
閑
極
法
雲
・
雲
外
雲
岫
両

筆
墨
蹟
の
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
出
光
美
術
館
、『
御
掛
物
帳
』
の
調
査
に
ご
協
力
を
い

た
だ
き
ま
し
た
新
発
田
市
立
図
書
館
、
溝
口
家
史
料
の
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
、
売
立
目
録
の
調
査
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
東
京
文
化
財
研
究
所
、
図
版

の
画
像
転
載
に
つ
い
て
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
根
津
美
術
館
、
畠
山
記
念
館
、
要
旨
英
訳
に
ご

教
示
を
賜
り
ま
し
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
州
立
大
学
教
授
マ
ッ
キ
オ
ン
み
ど
り
氏
に
深
謝
し
ま
す
。

〔
参
考
文
献
〕

田
山
方
南
『
禅
林
墨
蹟
』（
一
九
五
五　

禅
林
墨
蹟
刊
行
会
）
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田
山
方
南
『
禅
林
墨
蹟
拾
遺
』（
一
九
七
七　

禅
林
墨
蹟
刊
行
会
）

竹
内
尚
次
『
江
月
宗
玩
墨
蹟
之
写
の
研
究
（
上
）』（
一
九
七
六　

国
書
刊
行
会
）

黒
木
安
雄
『
書
苑
』
第
八
巻
四
号
（
一
九
一
七　

法
書
会
）

田
山
方
南
「
東
巌
浄
日
墨
蹟
―
虚
堂
の
虎
丘
十
詠
諸
跋
補
遺
と
し
て
―
」『
古
美
術
』第
三
八
号

新
発
田
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
新
発
田
市
史
（
上
巻
）』（
一
九
八
〇　

新
発
田
市
）

新
発
田
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
新
発
田
市
史
（
下
巻
）』（
一
九
八
一　

新
発
田
市
）

小
堀
宗
慶
『
小
堀
遠
州
茶
会
記
集
成
』（
一
九
九
六　

主
婦
の
友
社
）　

深
谷
信
子
『
小
堀
遠
州
の
茶
会
』（
二
〇
〇
九　

柏
書
房
）

高
橋
義
雄
『
大
正
名
器
鑑
』（
一
九
三
七　

宝
雲
舎
）

広
渡
正
利
『
石
城
遺
宝
』（
一
九
九
一　

文
献
出
版
）

展
覧
会
図
録
『
小
堀
遠
州
の
茶
会
』（
一
九
九
六　

根
津
美
術
館
）

展
覧
会
図
録
『
妙
心
寺　

開
山
無
相
大
師
六
五
〇
年
遠
諱
記
念
』（
二
〇
〇
九　

読
売
新
聞
社
）

〔
注
釈
〕

（
1
）	 English Translation by Professor M

idori M
ckeon,  San Francisco State U

niversity.

（
2
）	

根
津
美
術
館
編
『
小
堀
遠
州
の
茶
会
』（
一
九
九
六
年
）
八
五
頁
の
図
九
二
（
参
考
図
版
）、

お
よ
び
解
説
一
六
一
頁
。

（
3
）	

黒
木
安
雄
『
書
苑
』（
第
八
巻
第
四
号
、
法
書
会
、
一
九
一
七
年
、
解
説
の
頁
）。
な
お
、
当

時
の
所
有
者
は
赤
星
鐵
馬
と
あ
る
。

（
4
）	

小
堀
宗
慶
「
茶
会
記
に
み
る
遠
州
の
茶
道
」『
小
堀
遠
州
茶
会
記
集
成
』
主
婦
の
友
社
、

一
九
九
六
年
、
一
七
三
頁

（
5
）	

深
谷
信
子
『
小
堀
遠
州
の
茶
会
』、
柏
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
三
九
一
頁

（
6
）	

前
掲
註
（
3
）。
黒
木
も
指
摘
す
る
よ
う
に
東
澗
洵
禅
師
に
つ
い
て
は
「
増
集
続
傳
燈
録
巻
」

（『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
第
八
三
巻
、
一
九
八
八
年
、
国
書
刊
行
会
、
三
四
五
頁
）
に
以
下

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

浄
慈
古
田

禅
師
法
嗣

温
州
江
心
東
澗
洵
禅
師
師
台
之
仙
居
人
出
世
三
学

（
7
）	

古
田
に
つ
い
て
は
「
増
集
続
傳
燈
録
巻
」（『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』、
第
八
三
巻
、

一
九
八
八
年
、
国
書
刊
行
会
、
三
二
〇
頁
）
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

杭
州
浄
慈
古
田

禅
師
初
住
揚
州
雍
煕
遷
廣
徳
霊
山
安
吉
鳳
山
吉
州
東
山
呉
中
虎
丘

台
州
慧
因
天
寧
杭
州
中
天
竺

（
8
）
前
掲
註
（
2
）

（
9
）
こ
の
墨
蹟
の
記
録
で
は
「
東
都
茶
会
記
」
に
お
い
て
、
馬
越
恭
平
の
茶
会
に
以
下
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る	

。

扨
て
一
同
入
席
す
れ
ば
、
例
の
二
畳
台
目
の
床
に
は
、
果
た
し
て
豊
太
閤
所
持
東
洵

礀
禅
師
、
悦
堂
誾
禅
師
両
筆
の
墨
蹟
が
堂
々
と
し
て
掛
か
る
を
見
る
。
其
文
に

老
虚
堂
虎
丘
詠
中
、
其
一
題
憨
々
和
末
句
有
云
、
陸
羽
若
教
知
此

味
、
定
応
天
下
水
無
功
、
則
其
自
任
之
重
、
宣
如
何
哉
、
雖
然
惜
壮
年
之
気
錐

鋭
而
末
老
且
剛
也
、
即
今
有
一
句
子
抛
在
面
前
、
過
得
龍
門
、
風
波
更
険
、
設

此
老
人
尚
住
世
間
、
聞
余
此
語
、
必
為
点
頭
約
翁
蔵
主
、
洎
諸
覧
者
常
具
択
焉
、

歳
乙
巳
良
月

華
頂
釈
道
洵
書
于
天
台
山
磐
石
上
之
間
房

と
あ
り
、
末
尾
に
悦
堂
誾
禅
師
が
賛
歎
の
語
句
八
行
を
書
き
加
へ
た
る
が
、

両
筆
共
墨
蹟
と
し
て
は
稍
細
字
な
れ
ど
も
、
中
萌
黄
印
金
、
一
文
字
風
帯
茶
地
印
金

の
目
覚
む
る
許
り
な
る
表
具
を
見
て
も
、
其
如
何
に
貴
重
な
る
墨
蹟
な
る
や
を
知
る

べ
き
な
り
。

記
述
か
ら
、
個
人
蔵
本
と
合
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
墨
蹟
は
、
売
立
目
録
『
大

谷
家
（
本
派
本
願
寺
）
旧
御
蔵
品
入
札
第
一
回
』
に
図
版
が
所
載
さ
れ
る
。

（
10
）	

紹
宙
性
宗
編
『
石
城
遺
宝
』
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
請
求
記
号821

‐245

（
11
）	

筆
者
熟
覧
。

（
12
）	

竹
内
尚
次
『
江
月
宗
玩
禅
林
墨
蹟
之
写
の
研
究
（
上
）』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
）

四
六
一
〜
四
六
二
頁

（
13
）	

前
掲
註
（
4
）
お
よ
び
（
5
）

（
14
）	「
遠
州
御
蔵
元
帳
」、『
茶
道
古
典
全
集
』、
第
十
二
巻
、
淡
交
社
、
一
九
六
二
年
、
二
四
一
頁

（
15
）	

宮
武
慶
之
「
御
掛
物
帳
に
み
る
新
発
田
藩
溝
口
家
旧
蔵
の
書
画
」『
新
潟
県
文
人
研
究
』
第

一
四
号
、
越
佐
文
人
研
究
会
、
二
〇
一
三
年
、
一
五
七
〜
一
九
一
頁

（
16
）	

宮
武
慶
之
「
新
発
田
藩
溝
口
家
旧
蔵
の
大
燈
国
師
墨
蹟
に
つ
い
て
―
物
我
両
忘
と
日
山
賦
を

中
心
に
―
」『
文
化
情
報
学
』第
九
巻
第
一
号
、同
志
社
大
学
文
化
情
報
学
会
、二
〇
一
三
年
、

九
九
〜
一
一
二
頁
、

（
17
）	
浅
倉
有
子
・
岩
本
篤
志
・
原
直
史
編
『
新
発
田
藩
道
具
蔵
帳
集
成　

二
〇
一
二
〜
二
〇
一
四

年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

(C)
「
藩
地
域
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
基
礎
的
研
究
―
新
発
田
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藩
を
中
心
と
し
て
―
」
報
告
書
』
新
潟
大
学
人
文
学
部
原
直
史
研
究
室
、
二
〇
一
三
年

（
18
）	

宮
武
慶
之
「
新
発
田
御
道
具
帳
に
み
る
溝
口
家
旧
蔵
の
茶
道
具
」『
文
化
情
報
学
』
第
九
巻

第
二
号
、
同
志
社
大
学
文
化
情
報
学
会
、
二
〇
一
四
年
、
四
六
〜
九
八
頁

（
19
）	
高
橋
義
雄
『
大
正
名
器
鑑
』、
第
三
編
、
宝
雲
舎
、
一
九
二
二
年
、
一
五
一
〜
一
五
二
頁

（
20
）	
縣
宗
知
と
溝
口
家
の
交
渉
は
清
水
園
（
新
発
田
市
内
）
の
作
庭
に
関
係
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
21
）『
新
発
田
市
史
』上
巻（
新
発
田
市
、一
九
八
〇
年
、三
四
〇
）に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

高
久
助
之
進
時
安

（
中
略
）

時
安
は
溝
口
内
匠
重
時
の
三
男
で
高
久
家
に
養
子
に
入
っ
た
。
こ
の
縁
で
時
安
の
代

に
な
り
家
禄
は
急
増
し
、
正
徳
四
年
八
月
六
五
〇
石
を
知
行
し
て
御
仕
置
役
に
任
命

さ
れ
、
翌
年
四
月
組
頭
に
な
り
将
監
と
改
め
た
。

（
22
）	

添
状
で
は
信
州
様
と
あ
る
が
、
四
代
藩
主
重
雄
を
さ
す
。「
悠
廟
紀
」（『
新
発
田
藩
史
料
』

第
一
巻
、
二
一
頁
）
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

御
任
官
あ
り
て
信
濃
守
様
と
称
し
奉
る
。

（
23
）		

陶
齋
尚
古
老
人『
古
今
名
物
類
聚
』拾
遺
之
部
三
、国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、請
求
記
号W

422

（
24
）	

溝
口
直
諒
自
筆
本
『
名
物
重
宝
説
』、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
、
請
求
記
号
、
溝
口
家
史

料
‐
４
０

（
25
）『
幽
清
館
雑
記
』第
五
巻
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
、
請
求
記
号
、
溝
口
家
史
料
‐
３
２
５

（
26
）	

高
橋
義
雄
『
大
正
名
器
鑑
』（
第
三
編
、
審
美
書
院
、
一
九
二
二
年
、
二
二
七
頁
）
で
は
添

状
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
小
堀
宗
中
が
茶
会
に
招
か
れ
、「
蛍
」
茶
入
を
前
に
し
て
次

の
よ
う
な
歌
が
詠
ま
れ
た
。

た
く
ひ
な
き
め
く
み
も
み
ち
の
ひ
か
り
を
も
こ
こ
に
あ
つ
め
て
見
る
ほ
た
る
か
な

（
小
堀
宗
中
添
状
）

（
27
）	『
茶
杓
図
譜
』、東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
、溝
口
家
史
料
‐
１
７
７
。
上
下
二
巻
存
在
す
る
。

家
伝
の
茶
杓
を
収
録
し
六
十
人
の
作
者
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
論
文
中
の
利
休
茶

杓
は
上
巻
巻
頭
に
所
載
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
溝
口
家
に
お
い
て
重
宝
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

（
28
）	

両
筆
墨
蹟
が
所
載
す
る
売
立
目
録
は
以
下
の
二
件
が
あ
る
。

売
立
目
録
『
赤
星
家
所
蔵
品
入
札
』（
東
京
文
化
財
研
究
所
所
蔵
、
一
九
一
七
年
、
請

求
記
号
美
研
‐
０
４
３
９
）

売
立
目
録
『
田
村
家
久
原
家
本
入
札
所
蔵
品
入
札
』（
竹
幽
文
庫
所
蔵
、
一
九
二
九
年
）

が
あ
る
。

こ
の
う
ち
（
図
14
）
の
溝
口
直
諒
に
よ
る
添
状
図
版
は
田
村
久
原
家
の
売
立
目
録
に
お
い
て

の
み
所
載
さ
れ
る
。

（
29
）	『
遠
州
蔵
帳
元
帳
』
の
記
述
で
は
、
箱
書
は
小
堀
遠
州
筆
と
さ
れ
る
。

（
30
）	

高
橋
義
雄
『
近
世
道
具
移
動
史
』（
慶
文
堂
書
店
刊
、
一
九
二
九
年
、
一
四
八
〜
一
四
九
頁
）

に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

明
治
三
十
七
年
六
七
月
頃
か
と
覚
ゆ
、
溝
口
伯
家
に
て
は
江
東
中
村
楼
に
於
て
其
蔵

器
を
入
札
売
却
に
附
せ
ら
れ
た

高
橋
義
雄
に
よ
る
他
の
記
述
で
は
『
大
正
名
器
鑑
』
第
三
編
（
審
美
書
院
、
大
正
一
一
年
、

二
二
八
〜
二
二
九
頁
）
が
あ
り
、
蛍
茶
入
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

時
恰
も
日
露
戦
争
遼
陽
戦
前
に
し
て
、
世
人
争
う
て
軍
資
充
実
を
謀
り
、
日
本
銀
行

に
金
時
計
を
預
け
入
る
る
者
さ
へ
あ
り
し
折
柄
な
れ
ば
、
数
寄
者
も
茶
器
を
顧
み
る

暇
な
く
、
蛍
も
為
め
に
其
光
を
失
ひ
て
、
僅
々
千
余
円
に
て
馬
越
化
生
翁
に
落
札
し

た
る
は
誠
に
悲
惨
な
る
事
共
な
り
き
。

（
31
）	

都
守
淳
夫
『
売
立
目
録
の
全
国
所
在
と
書
誌
情
報
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
で
は
、

溝
口
家
の
入
札
目
録
は
確
認
で
き
な
い
。

（
32
）	

売
立
目
録
『
赤
星
家
所
蔵
品
入
札
』、
一
九
一
七
年
、
東
京
文
化
財
研
究
所
蔵

（
33
）	

売
立
目
録
『
田
村
家
久
原
家
本
入
札
所
蔵
品
入
札
』
一
九
二
九
年
、
同
志
社
大
学
文
化
情
報

学
部
文
献
室
蔵
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に
つ
い
て
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